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様式４ 
 

廿日市市火葬場及び墓地の管理運営に関する事業計画書 
 

※記入欄は、適宜伸縮してください。 
 １　平等な使用の確保

 ア　使用者の平等な使用を確保するための基本的な考え方と具体的な取扱いについて記載してく

ださい。

  

 

 

 

 イ　高齢者や障がいのある人等への配慮について記載してください。

  

 

 

 

 ２　施設の効用を最大限に発揮するための提案

 ア　火葬場及び墓地の設置目的を踏まえ、管理運営を行う上での基本的な方針について記載して

ください。
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 イ　使用者に対するサービス向上のための具体的な提案について記載してください。

 ※物販事業等の提案や、使用時間、休業日に係る提案についても、ここに記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/8

 ３　管理経費の縮減

 廿日市市から支払う管理運営経費（指定管理料）について提案してください。

 　廿日市市火葬場及び墓地の管理運営経費として廿日市市に提案する額は次のとおりです。 

　※上限額（２９６，８５４千円（内訳：火葬場２７５，２５０千円、墓地２１，６０４千円））を上

回る提案があった場合は、選定の対象外とします。 

　※上記提案額は、廿日市市火葬場及び墓地に関する収支計画書（様式５）の「指定管理料」の

欄にも記載してください。

 ４　物的能力、人的能力

 ア　火葬場及び墓地の管理運営に対する意欲や熱意について、アピールすべき事項があれば記載

してください。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案額（火葬場） 提案額（墓地）

 令和９年度 千円 千円

 令和 10 年度 千円 千円

 令和 11 年度 千円 千円

 令和 12 年度 千円 千円

 令和 13 年度 千円 千円

 合計 千円 千円
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 イ　①適正な管理運営を行うための人員体制、有資格者等の配置について記載してください。 
※配置職員数、役職、職務内容、雇用形態、ローテーションやバックアップ体制等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②適正な管理運営を行うための組織体制を、組織図等により具体的に記入してください。 
※貴団体本体も含めて記載してください。 
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 ウ　①緊急事態、苦情処理等に対する基本的な考え方を記載してください。

  

 

 

 

 

 　②緊急事態、苦情処理等の発生時の具体的な対応について記載してください。

 　　※具体的な緊急事態の想定として、(1)南海トラフ地震、(2)新型コロナウイルス等の感染症

対策の２点については、必ず記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エ　個人情報保護、情報公開に関する貴団体の考え方と適正な管理体制の確保について記載して 
ください。
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 ５　安定性、実績等

 ア　経営の状況や組織の状況について、貸借対照表、キャッシュフロー計算書等による説明を記

載してください。

 ※コンソーシアムで申請する場合は、すべての構成団体について記載してください。 
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 イ　①類似事業の受託等の実績及び成果について具体的に記載してください。

 　　※受託実績の事実確認を行いますので、委託元についても記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　②その実績及び成果を、今後の指定管理業務にどのように活用するか記載してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8/8

 ６　パートナーシップ

 ア　廿日市市との信頼関係に基づくパートナーシップについて、基本的な考え方を記載してくだ

さい。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７　その他（特記すべき事項、アピールすべき事項があれば記載してください。）

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


